
別表１ 

 

利用者負担額  

利 用 時 間 身体介護なし 身体介護あり 

                 ３０分未満 

         ３０分以上１時間未満 

１時間       以上１時間３０分未満 

１時間３０分以上２時間       未満 

２時間        以上２時間３０分未満 

２時間３０分以上３時間       未満 

３時間        以上３時間３０分未満 

３時間３０分以上４時間    未満 

４時間        以上４時間３０分未満 

４時間３０分以上５時間    未満 

５時間         以上５時間３０分未満 

５時間３０分以上６時間    未満 

６時間         以上６時間３０分未満 

６時間３０分以上７時間    未満 

７時間         以上７時間３０分未満 

７時間３０分以上８時間    未満 

８時間         以上８時間３０分未満 

８時間３０分以上９時間    未満 

      １０２円 

      １９１円 

        ２６７円 

        ３３５円 

        ４０３円 

        ４７１円 

        ５３９円 

        ６０７円 

        ６７５円 

        ７４３円 

        ８１１円 

        ８７９円 

        ９４７円 

   １，０１５円 

   １，０８３円 

   １，１５１円 

   １，２１９円 

   １，２８７円 

       ２４８円 

       ３９２円 

       ５７０円 

       ６５１円 

       ７３２円 

       ８１３円 

       ８９４円 

       ９７５円 

   １，０５６円 

   １，１３７円 

   １，２１８円 

   １，２９９円 

   １，３８０円 

   １，４６１円 

   １，５４２円 

   １，６２３円 

   １，７０４円 

   １，７８５円 

 備考 

 1 利用時間が9時間以上の場合の金額は、8時間30分以上9時間未満の場合の金額に利用

時間30分を増すごとに「身体介護なし」については6８円、「身体介護あり」については 

8１円を加算した金額とする。 

2 この表の「身体介護あり」の欄に定める金額が適用される者は、障害支援区分に係る市

町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令（平成26年厚生労働省令第5号）別表

第1の認定調査項目中、歩行、排尿、排便又は移乗の項目が「支援が不要」以外に該当する

者とする。 

3 午前6時から午前8時まで及び午後6時から午後10時までの利用者負担額は、上記の金額

にその25パーセントに相当する額を加算した額とする。 

4 午後10時から翌日の午前6時までの利用者負担額は、上記の金額にその50パーセントに

相当する額を加算した額とする。 

 

 

 

 

 

 



別表２ 

 

事業費単価 

利 用 時 間 身体介護なし 身体介護あり 

                       ３０分未満 

         ３０分以上１時間       未満 

         １時間以上１時間３０分未満 

   １時間３０分以上    ２時間未満 

   ２時間      以上２時間３０分未満 

   ２時間３０分以上３時間     未満 

   ３時間      以上３時間３０分未満 

   ３時間３０分以上４時間  未満 

   ４時間      以上４時間３０分未満 

   ４時間３０分以上５時間  未満 

   ５時間      以上５時間３０分未満 

   ５時間３０分以上６時間  未満 

   ６時間      以上６時間３０分未満 

   ６時間３０分以上７時間  未満 

   ７時間      以上７時間３０分未満 

   ７時間３０分以上８時間  未満 

   ８時間      以上８時間３０分未満 

   ８時間３０分以上９時間  未満 

     １，０２０円 

     １，９１０円 

       ２，６７０円 

       ３，３５０円 

       ４，０３０円 

       ４，７１０円 

       ５，３９０円 

       ６，０７０円 

       ６，７５０円 

       ７，４３０円 

       ８，１１０円 

       ８，７９０円 

       ９，４７０円 

    １０，１５０円 

    １０，８３０円 

    １１，５１０円 

    １２，１９０円 

    １２，８７０円 

       ２，４８０円 

       ３，９２０円 

       ５，７００円 

       ６，５１０円 

       ７，３２０円 

       ８，１３０円 

       ８，９４０円 

       ９，７５０円 

    １０，５６０円 

    １１，３７０円 

    １２，１８０円 

    １２，９９０円 

    １３，８００円 

    １４，６１０円 

    １５，４２０円 

    １６，２３０円 

    １７，０４０円 

    １７，８５０円 

 備考 

 1 利用時間が9時間以上の場合の金額は、8時間30分以上9時間未満の場合の金額に利用

時間30分を増すごとに「身体介護なし」については6８０円、「身体介護あり」については

8１０円を加算した金額とする。 

2 この表の「身体介護あり」の欄に定める金額が適用される者は、障害支援区分に係る市

町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令（平成26年厚生労働省令第5号）別表

第1の認定調査項目中、歩行、排尿、排便又は移乗の項目が「支援が不要」以外に該当する

者とする。 

3 午前6時から午前8時まで及び午後6時から午後10時までの利用者負担額は、上記の金額

にその25パーセントに相当する額を加算した額とする。 

4 午後10時から翌日の午前6時までの利用者負担額は、上記の金額にその50パーセントに

相当する額を加算した額とする。 

 

 

 

 

 

 



別記 

個人情報取扱特記事項 

 

 

（基本的事項） 

第１ 乙は、個人情報の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当っては個人の

権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行なわなければならな

い。 

（秘密の保持） 

第２  乙はこの契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に知らせてはな

らない。この契約が終了し、または解除され後においても、同様とする。 

（収集の制限） 

第３ 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、業務の目的

を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 

（漏えい滅失及び、き損の防止） 

第４ 乙は、この契約における業務上知り得た個人情報について、個人情報の漏えい、

滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じるよう

に努めなければならない。 

（事務従事者への周知） 

第５ 乙は、その事務に従事しているものに対して、在職中及び退職後においても、こ

の契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的

に使用してはならないことなど、個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。 

（個人情報の目的外利用・提供の禁止） 

第６ 乙は、この業務において知り得た個人情報を契約の目的外に利用し、又は利用者

等の承諾なしに第三者に提供してはならない。 

（資料の返還等） 

第７ 乙は、この契約による業務を処理するために甲から提供を受けたときは、この契

約完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したとき

は当該方法による。 

（事故発生時における連絡） 

第８ 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったと

きは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。 

 

 

 


